
　特別な理由がなく保険料を滞納すると，滞納期間に応じて，介護サービスを
受ける際に給付制限の措置がかかる場合があります。
①介護サービス費用の一時的な全額負担
②保険給付の一時差止め（さらに滞納を続けると，一時差止めになっている保
険給付額から滞納保険料額を控除することがあります）

③利用者負担の割合が1割または2割の方は3割に，3割の方は4割に引き上げ
られるとともに，高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

　合計所得金額とは，収入から必要経費等（給与の場合は給与所得控除額，公的年金等の場合は公的年金等控除額）を
差し引いた金額の合計額で，土地・建物等の譲渡所得（特別控除後），並びに確定申告または市町村民税の申告を
した配当所得及び株式譲渡所得（譲渡損失の繰越控除前）も含まれます。なお，社会保険料控除，配偶者控除，扶養控
除，医療費控除などの所得控除は適用されません。　

市町村へ納付します。
ご夫婦や扶養親族になっている方も, 別計算でそれ
ぞれ納めていただくことになります。

加入している医療保険者へ, 医療保険料と合わせて
納付します。※今年度65歳に到達した方は, 65歳到
達月の前月分までです。

65歳以上の方の保険料の納め方は，特別徴収（年金からの引き去り）と
普通徴収（納付書または口座振替によるお支払い）の２種類があります。

令和 6（2024）年   4 月 2 日 ～ 令和 6（2024）年 10 月 1 日
令和 6（2024）年 10 月 2 日 ～ 令和 6（2024）年 12 月 1 日
令和 6（2024）年 12 月 2 日 ～ 令和 7（2025）年   2 月 1 日
令和 7（2025）年   2 月 2 日 ～ 令和 7（2025）年   4 月 1 日

令和 7（2025）年   4 月
令和 7（2025）年   6 月
令和 7（2025）年   8 月
令和 7（2025）年 10 月

年金の支払い（偶数月）の際に介護保険料をあらか
じめ引き去りさせていただきます。

■特別徴収にならない場合（一定期間普通徴収になります）

納入通知書を金融機関などへ持参するか,口座
振替をご利用ください。

●年金受給額が年額18万円以上の方
●年金受給額が年額18万円未満の方
●老齢福祉年金を受給されている方
●年金を受けていない方

○年度の途中で年間保険料額が変更になった場合
○年金の支給が差し止めになった，または年金を担保に融資を受けた方
○年金保険者からの被保険者情報と本市の個人情報（住所，氏名，生年月日等）が一致しない方
○年度途中で６５歳に到達した方，または本市に転入された方は特別徴収が開始となるまでの間
○年金の受給時期を繰り下げている方

※年度途中に所得の変更等があり年間保険料額が変わった方，年金の現況届の手続きの遅れ等で特別徴収が中止
　となった方は，納め方が一定期間普通徴収に変わります。

以下の条件に該当する方の特別徴収の開始時期は下の表のとおりです。
対象となる方は年金受給額（見込額）が年額１８万円以上であって，
　①年金を受給していて，６５歳に到達した方
　②６５歳以上で，年金を受給し始めた方
　③年金を受給していて，他の市町村から転入してきた方（日本年金機構等への住所変更も必要）

①～③に該当した時期　　 特別徴収開始月（目安）　

～普通徴収の方は口座振替が便利です～（振替日は各納期の納期限日となります）

令和6（2024）年度（区分が13段階から15段階に変更されました。）

第1段階

第6段階

■生活保護を受給されている方
■中国残留邦人等支援給付を受給されている方
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（基準額×0.285）

（基準額×1.20）

第5段階
（基準額）

第4段階
（基準額×0.90）

第3段階
（基準額×0.68）

第2段階
（基準額×0.36）

第7段階
（基準額×1.30）

第8段階
（基準額×1.50）

第9段階
（基準額×1.70）

第10段階
（基準額×1.90）

第11段階
（基準額×2.00）

第12段階
（基準額×2.20）

第13段階
（基準額×2.30）

合計所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円以下の方または老齢福
祉年金を受給されている方

合計所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円を超えて120万円以下
の方

第１段階，第２段階以外の方

合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の方

合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円を超える方

合計所得金額が120万円未満の方

合計所得金額が120万円以上210万
円未満の方

合計所得金額が210万円以上320万
円未満の方

合計所得金額が320万円以上420万
円未満の方

合計所得金額が420万円以上520万
円未満の方

合計所得金額が520万円以上620万
円未満の方

合計所得金額が620万円以上720万
円未満の方

合計所得金額が720万円以上820万
円未満の方

合計所得金額が820万円以上1,000
万円未満の方 193,100第14段階

（基準額×2.60）

※第１～５段階の「合計所得金額」には年金所得は含みません。
※各段階の保険料年額は,基準額74,280円×乗率（100円未満は四捨五入）で算出します。

年間保険料区　分 対　　象

　65歳以上の方の保険料の賦課期日
は当該年度の初日（4月1日）となりま
す。ただし，年度の途中で65歳に到達
した方は誕生日の前日，本市に転入し
てきた方は転入日（いずれも資格取得
日）が賦課期日となります。
　同一世帯員であるか否かは賦課期
日時点の住民登録で判断します。

　保険料は，4月から翌年3月までを1
年として計算しますが，年度の途中で
資格を取得（65歳到達，他の市町村
から転入等）または喪失（他の市町村
に転出等）した場合は，加入期間分
（資格を取得した月から，または喪失
した月の前月分まで）を月割で計算
します。
　計算の内訳は介護保険料納入通知書
の後ろから２枚目に表示してあります。

　令和６(202４)年度～令和８（2026）
年度の保険料は次のとおり1５段階に
なります。また，令和元(2019)年度か
ら非課税世帯の介護保険料について，
消費税率引き上げ分を財源とした公費
で一部負担することによって，保険料
軽減強化を行っています。

　次の理由により保険料の納付が著しく困難となったときは，保険料の納付の一定期間猶予や，
減免を受けられる場合があります。申請期限があり納期限を過ぎたものは対象になりませんので，
速やかに減免の申請をしてください。

（1）災害等により，住宅・家財等に著しい損害を受けた場合
（2）生計維持者の長期入院・失業・冷害等により収入が著しく減少する場合
（3）国外居住・刑事施設等収監により，介護サービスを受けることができなくなる場合
（4）収入や資産の状況により，保険料の納付が困難な場合（次のすべての条件を満たす方）
　  ①保険料が第２段階以上である
　  ②世帯全員の合計した年間収入の見込額がその世帯の年間の生活保護基準額以下
　  ③世帯全員が活用できる資産（居住用資産を除く）を所有していない
　  ④世帯全員の合計した預貯金額が年間の生活保護基準額の２倍以下
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◎旭川市指定金融機関　旭川信用金庫（本・支店，出張所及び旭川市役所内派出所）
◎旭川市収納代理金融機関（本・支店） ※変更となる場合があります。
　･みずほ銀行･北陸銀行･秋田銀行･北海道銀行･北洋銀行
　･北星信用金庫･留萌信用金庫･遠軽信用金庫･北空知信用金庫･北見信用金庫･稚内信用金庫
　･北央信用組合･北海道労働金庫
　･市内の農業協同組合･東神楽農業協同組合
◎ゆうちょ銀行直営店及び郵便局　　　◎旭川市役所の各支所及び出張所並びに東部まちづくりセンター

給付制限が段階的に
適用されます

　保険料を納期限後に納めると，納付までの日数や金額に応じて延滞金が発
生する場合があります。納期限の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞
金特例基準割合から算出される割合を，保険料額に乗じて計算した金額に相
当する延滞金額を加算して納めなければなりません。
　ただし，保険料額が2,000円未満の場合，または延滞金額が1,000円未満の
場合は延滞金は加算されません。詳しくは納入通知書をご覧ください。

延滞金が発生する
場合があります合計所得金額

　課税年金収入額とは，国民年金,厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。遺族年金や障害年金
などの非課税年金は含みません。

課税年金収入額

　令和6年度以降，税制改正に伴う給与所得控除，公的年金等控除の引き下げによる影響を受けないよう，保険料
段階の判定に用いる所得金額等は次のとおり計算します。なお，合計所得金額がマイナスの場合は０円として計
算します。
・第1～5段階の方は，給与所得（給与所得と公的年金収入に係る年金所得の双方を有する者に対する所得金額調
整控除が行われている場合には，その控除前の金額）から10万円を控除した額

基準となる所得
金額等の見直し

65歳以上の方
（第1号被保険者）

特 別 徴 収（年金からの引き去り）

■特別徴収開始時期の目安（年金保険者からの通知時期によって開始時期が変わる場合があります）

普 通 徴 収（納付書または口座振替によるお支払い）

40歳以上65歳未満の方
（第2号被保険者）

65歳以上の方の保険料 保険料の納め方

保険料の減免制度について

介護保険料を滞納した場合

　ご希望の方は,預金口座振替依頼書自動払込利用申込書（はがき）または各金融機関の窓口にある口
座振替依頼書でお申込みください（口座振替の開始は，お申込みの翌月以降の納期分からとなります。
お申込みされた当月分の保険料は納付書で納めてください）。
※口座振替から特別徴収（年金からの引き去り）へ納め方が変わる場合，口座振替は自動で停止し，年
金からの引き去りとなります。

※口座振替は毎年継続されますが，特別徴収へ納め方が変わるなどして一定期間口座振替実績がなく
なった場合，再度お申込みが必要になります。

　年度の途中で本市に転入された方は，前年の所得，今年度の課税状況を前住所地へ照会します。
　回答に日数がかかりますので，基準額（第５段階）で保険料を通知し，その翌月以降に保険料を変更して通知
する場合があります。

転入された方の
所得，課税状況

　２月の納め方が特別徴収の方は，引き続き４月・６月・８月の年金からも翌年度の仮徴収として，２月の保険料と同額
を年金から引き去りさせていただきます（８月の保険料は平準化のため変更となる場合があります）。仮徴収額は毎
年７月中旬に送付します「介護保険料納入通知書」でご確認ください。 対

象
と
な
る
条
件

44

33

2211

1.特別徴収（年金からの引き去り）

222,800第15段階
（基準額×3.00）

合計所得金額が1,000万円以上の方


